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派遣労働者実態調査（概要） 
厚⽣労働省は「雇⽤の構造に関する実態調査」の⼀環として、概ね５年ごとに「派遣労働者実態調査」

を実施しています。派遣元事業者ではなく、派遣先となる受け⼊れ企業と派遣社員の双⽅から意識⾯を含
めて把握する⼤規模調査で、政策の⽴案や判断材料として重要視。直近では２０２２年の調査結果が公表
されており、「同⼀労働同⼀賃⾦」を導⼊した２０年４⽉施⾏の改正労働者派遣法を挟んだ「前後の変化」
もつかめます。厚労省の⾒解なども交えながら、「派遣」を取り巻く⾜元の状況を解析します。 

 ２０２２年実態調査の要旨を整理すると、派遣社員が就業している事業所は全体の１２．３％（前回１
７年⽐０．４ポイント減）、過去１年間に教育訓練・能⼒開発を⾏った事業所の割合は６９．７％（同１
０．７ポイント増）。また、派遣社員の平均年齢は４４．３歳（同２．３歳増）で、平均賃⾦（時給）は
１５１０円（同１４４円増・１０．５％増）。「今後も派遣で働きたい」は３４．２％（同７．５ポイン
ト増）となっています。賃⾦の⼤幅増や派遣で働く意識の満⾜度などについて、厚労省の政策統括官付参
事官付雇⽤・賃⾦福祉統計室は「同⼀労働同⼀賃⾦が導⼊されたことが要因のひとつではないか」とみて
います。 

 調査対象数は派遣先を含む１万７４６２事業所で、有効回答率が４９．７％。派遣社員の調査対象数は
１万９７８⼈で、有効回答率が６４．８％。事業所に対しては「派遣社員を就業させる理由」「受け⼊れ
ない場合の理由」「３年前と⽐べた派遣社員数の変化」「過去１年間の派遣社員からの苦情」など１８項
⽬。派遣社員については「登録している派遣元事業所数」「現在の派遣就業に関する状況」「派遣元・派
遣先への要望」「今後の働き⽅の希望」など１０項⽬――と、いずれも現状と意向をつかむのに適した設
問となっています。 

 派遣元に毎年提出が義務付けられている「労働者派遣事業報告書」を基にした集計とは異なり、受け⼊
れ企業と派遣社員の考え⽅や気持ちを含む現場実態が垣間⾒えます。調査結果を深掘りしてみると、派遣
社員が就業している産業は、「製造業」が２３．６％と最も⾼く、次いで「情報通信業」が２３．１％、
「⾦融業、保険業」が２１．０％。事業所規模別では「１０００⼈以上」が８３．９％、「３００〜９９
９⼈」が６６．８％、「１００〜２９９⼈」が４７．８％、「３０〜９９ ⼈」が２６．９％、「５〜２
９⼈」が８．４％と、規模が⼤きいほど派遣社員が就業している事業所の割合が⾼くなっています。 

 派遣社員を就業させる理由（複数回答３つまで）をみると、「⽋員補充など必要な⼈員の迅速確保」が
７６．５％（同３．４ポイント増）と最も⾼く、次いで「⼀時的・季節的な業務量の変動対処」が３７．
２％（同１．４ポイント増）、「軽作業、補助的業務」が３０．９％（同６．４ポイント増）、「専⾨性
のある⼈材活⽤」が１９．９％（同３．８ポイント減）などとなっています。 

新規調査、派遣料⾦に関する派遣元からの要望の有無と対応 
 今回新たに、派遣社員が就業している事業所に対して、不合理な待遇差の解消のために派遣元から派遣
料⾦に関する要望があったかどうかを尋ねたところ、「要望があった」が３８．０％、「要望が無かった」
が ６０．０％となっています。要望があった事業所のうち、求めに応じてとった対応（複数回答）をみ
ると、「求めに応じて派遣料⾦を上げた」が ９１．４％と⼤多数の事業所が派遣料⾦を上げています。 

 過去１年間に同⼀の組織単位での派遣就業期間が個⼈単位の期間制限（３年）に到達した派遣社員がい
た割合は２４．６％。また、個⼈単位の期間制限への意⾒をみると、「今のままでよい」が２９．０％と
最も⾼く、「制限は不要」が２０．９％、「制限は必要だが、３年より延⻑すべき」が１７．２％となっ
ています。 

 

 



 

派遣社員の最新の属性や収⼊源など 
 派遣社員へのアンケート結果を分析すると、「４５〜４９歳」と「５０〜５４歳」が１５．８％と最も
⾼く、次いで「３５〜３９歳」が１４.０％。これを性別でみると、男性は「３５〜３９歳」が１９.４％
と最多で、⼥性は「５０〜５４歳」が２０.３％と最も⾼くなっており、僅差で「４５〜４９歳」が１９.
９％となっています。トータルの平均年齢は４４．３歳で、調査ごとに男⼥とも⾼年齢化が進んでいるこ
とがわかります。 

 ⽣活をまかなう収⼊源をみると、「⾃分⾃⾝の収⼊」が最も⾼い６９．１％（同２．４ポイント減）、
次いで「配偶者の収⼊」が２５．４％（同６．５ポイント増）。最終学歴は「⾼校卒」が ４０．９％（男
性３７．４％・⼥性４３．８％）と最多。次いで「⼤学卒」が２６．８％（男性３８．９％・⼥性１７．
０％）となっています。また、在学中の派遣社員割合は０．５％（同０．３ポイント増）。従事する派遣
の種類をみると、「登録型」が４８．６％（同５．２ポイント減）、「登録型以外」が５１．４％（同５．
２ポイント増）となり、前回調査と逆転しました。ただし、⼥性だけでみると、「登録型」の割合が⾼く
なっています。 

「今後も派遣で働きたい」７．５ポイント増、「派遣期間制限は不要」最多 
 ２０１２年と１５年の派遣法改正は、派遣の期間制限（受け⼊れ企業で３年・個⼈単位で３年）などの
規制強化を導⼊した。第⼀義に「派遣で働く⼈のため」という名⽬だったが、当事者の意識とはズレがあ
るようだ。まず、今後の働き⽅に対する希望を聞いてみると、「派遣以外の就業形態で働きたい」が３７．
０％（同１２．１ポイント減）で、「派遣で働きたい」が３４．２％（同７．５ポイント増）となった。
厚労省の分析による「同⼀労働同⼀賃⾦が導⼊されたこと」に加え、賃⾦を含むこの数年間の派遣事業者
の対応やサービスが向上していることが理由とみられる。 

 また、今回新たに個⼈単位の期間制限について聞いたところ、「制限は不要」が ３１．９％と最も⾼
く、次いで「今のままでよい」が２６．０％、「わからない」が２５．９％となった。これを派遣の種類
別にみると、登録型は「制限は不要」が３６．７％、登録型以外は「今のままでよい」が３６．５％とそ
れぞれ最も⾼くなっています。 

 


